
 

豊田市地球温暖化防止行動計画（適応策：地域気候変動適応計画） 

【概要版】 
 

計画の基本的事項 

計画の目的： 本市の地域特性を理解した上で、

将来起こりうることも含めた様々

な気候変動による影響を計画的に

回避・軽減し、市民が安心して暮

らすことのできる豊田市の実現を

目指します。 

計画期間： 2026年度から2035年度の10年間 

 

 

 

 

位置づけ： 

 

 

 

 

気候変動適応法第 12 条に基づく、

豊田市の地域気候変動適応計画とし

て策定 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対策方針 

気候変動による影響は、産業や暮らし、社会の様々な分野に及ぶため、影響に対する適応策も分

野横断的に検討することが求められます。豊田市における気候変動による影響の特徴を踏まえ、以

下に示す４つの対策方針を中心に気候変動への適応策を進めます。 

～対策方針～ 

①賢く暑さと付き合う暮らしの実現  ②気候変動に備えた産業の強靭化 

③中山間地域の豊かな生活文化の継承 ④未来を先取る居心地のよい都市環境の形成 

 
 

本計画のポイント 

■国や県・市における法改正など 

  ・気候変動適応法の改正（2023 年 4 月）に伴う熱中症対策の強化 

                ⇒ 本市においても熱中症対策の施策・事業を強化 

  ・第 9 次豊田市総合計画（2025 年 3 月）における重点施策の反映 

                ⇒ 本市における自然災害への対策を強化 
 
 ■指標の再設定 

  ・取組の状況を評価するための指標・目標値を再設定 

 

 
 
 
施策体系 

分野横断的施策と７つの分野別施策で取り組みます。 

(1) 適応策を推進する人・体制づくり 

  市民、事業者や行政などの関係者が一丸となって適応策を推進するための基盤をつくります。 

 (2) 分野別の気候変動影響への対策 

  主要７分野での気候変動影響に対し、リスクの軽減や回避を目的とした施策を展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KPI 指標 

主要施策として設定した適応策の取組の達成度合いや進捗状況を定量的に確認します。 

進捗管理指標 
基準値 目標値 

2024 年度 2030 年度 2035 年度 

気候変動適応策推進事業へ
の参加者数 

676 人 410 人/年 410 人/年 

豊田市気候変動適応プラッ
トフォーム閲覧者数 

6,264 件 7,300 件/年 7,300 件/年 

熱中症搬送者数 406 人 334 人/年以下 334 人/年以下 

 

発行 豊田市 環境部環境政策課  〒471-8501 豊田市西町三丁目 60 番地 

 TEL：0565-34-6650 FAX：0565-34-6759 E-mail：kansei@city.toyota.aichi.jp 

2026～2035 年度 
（10 年） 

長期的方向性を踏まえる 

コラム 緩和と適応 
気候変動の対策には、気候変動の原因となる温室効果ガス

の排出量を減らす「緩和」と、すでに生じている、あるいは

将来予測される気候変動の影響による被害を回避・軽減させ

る「適応」の 2 つがあります。 

IPCC＊第 6 次報告書では、2100 年には、地球の平均気温

が 1850～1900 年の平均に比べて最大で 5.7℃上昇する可

能性があると発表しています。（化石燃料依存型の発展の下

で気候政策を導入しない、最大排出量のシナリオの場合） 

気候変動を抑えるためには、「緩和」が最も必要かつ重要

な対策ですが、最大限の排出削減努力を行ってもある程度の

気候変動は避けられません。よって、変化する気候のもとで

悪影響を最小限に抑える「適応」も不可欠です。 

本計画は「適応」を対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 
（http://www.jccca.org/） 

既に現れている影響に対して、高温耐性品種の開発や ICTの活用、

生育適地の変化にあわせた新たな農作物の導入検討を行います。 

 

 

②農業・林業・水産業 

⑥健康 

③水環境・水資源 

④自然生態系 

⑤自然災害 

⑦産業・経済活動 

⑧国民生活・都市生活 

①
気
候
変
動
適
応
の
主
流
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（2）分野別の気候変動影響への対策 

（1）適応策を推進する人・体制づくり 

市民・企業・行政のそれぞれの
立場から気候変動適応策を推進 

ダム湖や河川の水質変化を把握しつつ、渇水リスクに備えた

生活様式や事業活動の仕組みの導入検討を行います。 

将来的な気候変動による影響の把握や保全対策の検討のため、

モニタリング調査等によるデータの蓄積を行います。 

異常気象や短時間強雨などの頻発化や大規模化に伴う、想定災
害規模の見直しによる市民や経済活動への災害リスクを軽減す
るための対策を推進します。 

気候変動による熱中症搬送者数の増加や屋内・屋外の労務環境の悪
化など現在の熱中症リスクを軽減し、将来の感染症リスク拡大を防
止します。 

自然災害の増加による事業活動への影響や自然資源を活用し

た持続可能な観光・レジャーの仕組みづくりを推進します。 

インフラやライフライン、固有の山村文化の保護、市街地の
ヒートアイランドなど身近な市民生活への影響に対する適応

策を推進します。 

＊IPCC：世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）により、1988 年に設立された政府間組織。気候
変動に関連する科学的、技術的及び社会・経済的情報の評価を行い、得られた知見を政策決定者をはじめ広
く一般に利用してもらうことが任務。 


